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●人ッ場ダムをストップさせる埼玉の会 ・代表 藤永知子●

かつて、利根川は東京湾に注がれ、「flJ根川東還」事業などにて、現在の銚子市に流れを

変えた。岩波ブックレットM706「 首都圏の水があぶない」一千J根川の治水 ・利水 ・環

境は、いま一 (大熊孝、嶋津暉之、吉田正人著)を読むと利根川の歴史と問題点が分かる。

江戸時代に舟運路網が確立されたが、複雑な流れは大水害も起こし、河川改修などの治水

対策がずつと続けられ、今日まで様々な開発事業を推進してきた。人ッ場ダム計画もその

一つである。

国交省関東地方整備局は、5月 25日 から6月 23日 の期間にパブリックコメントの募

集をした。(この期間に5人 目の国交大臣の交代があつた)

内容は 「利根川 ・江戸川河川整備計画における治水対策に係る目標流量に関する意見募

集」というもので、河川整備計画策定の前に、治水安全度や過大な目標流量を設定して、

人ッ場ダム建設などの大規模河川事業を推進しようという目論みが考えられる。

現在、2006年 2月 に利根川水系河川整備基本方針のみが策定されているだけで、人ッ

場ダムの上位計画である利根川水系河り|1整備計画は未策定のままであり、その策定のプロ

セスをも示されていない。私は、この意見募集に対し怒りの反対意見を提出した。

元国交省河川局の官僚であつた宮本博司さんは、情報非公開と閉鎖性が河川行政をダム

建設にまい進させる元凶であつて、情報を公開し、社会の実態や住民の想いなどに耳を傾

け、正々堂々と議論をすれば、河川行政の流れも変わると語つている。利根川においても

国交省はすべての情報を公開し、利根川流域の住民の安全を守るために何が本当に必要な

のかを流域住民と十分に議論する場を設けるべきである。国交省の思惑だけで進みつつあ

る整備計画づくりを今こそ仕切り直させ、流域住民の命と財産を守る真の河 |1整備計画を

策定させなければならない。禾ll■JII流域市民委員会が再結成された今、埼玉の会もこの河

川整備計画策定に向けて力を結集させていこう。

事務局 大高文子
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弁護士 野本夏生

八ッ場ダム埼玉訴訟は,東京高裁における進行協議が重ねられています。1審 さい

たま地裁判決が言い渡されたのが一昨年 7月 14日、東京高等裁判所に控訴を提起し

たのが同月 27日 ですから,それから 2年 が経過していることになります。この間,

東京高裁では,「進行協議」という打ち合わせ期日が5回 行われています。昨年 6

月 16日の進行協議期日では、原告 口控訴人側から,利水 ・治水 ・危険性 ・環境影響

の各テーマについて主張を網羅した控訴理由書を提出しました。昨年 10月 20日、

今年 2月 2日の進行協議期日では、争点となつている治水問題の準備書面 2本 を提

出しました。そして、5月 24日の進行協議期日では治水問題の準備書面 2本、利水

問題の準備書面 1本を提出しました。

今後、さらに治水,地 すべり,費 用対効果論の準備書面を提出することになつて

います。次回の進行協議期日は、7月 11日 (水)午 後 1時半～です。

提出した書面は、1審 判決がまともに検討しようとしなかつた八ッ場ダムの問題

点をより精緻に論じたものとなつています。八ッ場ダム訴訟のホームページにアッ

プされているものをぜひご―読ください。

八ッ場ダムの問題点を明白なものにして、東京高裁で画期的な判決が得られるよ

うに取り組んでいきますので、今後ともご支援の程,よろしくお願いします。

●埼玉 7月 11日 (水)

●東京 8月 7日 (火)

●栃木 8月 9日 (木)

●千葉 8月 31日 (金)

●群馬 9月 3日 (月)

●茨城 9月 4日 (火)

裁判の日程

午後 1時半～ 東京高裁 24民 事部 (進行協議)

午後 1時～5時 東京高裁 101号法廷

(証人尋間)第 5民事部

午後3時 東京高裁 第4民 事部 (弁論準備)

午前 11時 東京高裁 第22民 事部 (進行協議)

午後2時 30分 東京高裁 第 11民 事部 (進行協議)

午後3時 30分 東京高裁 第10民 事部 (進行協議)F
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東京の控訴審で初の法廷
深澤洋子

この3年間、東京高裁では政治状況をにらみつつ、当事者のみの進行協議が重ねられてきま

したが、政府の人ッ場ダム中止撤回を受けてなのか、6月 6日 に6都県の控訴審で初の公開の

法廷が開かれました。埼玉を始め他県からも多くの方が傍聴に来て下さり、大法廷がいつぱい

になりました。

裁判では、まず、高橋弁護団長から、東京都が八ッ場ダムの治水負担金160億 円を負担す

ることの違法性を指摘しました。昨年日本学術会議で、人ッ場ダム建設の根拠である水害対策

の目標流量22000ポ /秒 の検証が行われましたが、学術会議は目標流量の計算方法の「謎」

を解明できないまま、従来の計算方法にお墨付きを与えてしまいました。このことを、高橋団

長が怒りをもつて説明し、国の裁判への参加、学術会議の委員長の証人採用などを求めました。

次に、東京都が八ッ場ダムの利水負担金470億 円を負担することの違法性を西島弁護士か

ら説明しました。東京都は、現在保有している水源を 「将来、河川の流量が減るかもしれない」

といういいかげんな理由で15%以 上も切り下げ、水不足を偽装しているほか、水需要予測に

ついて、コンサルタントの報告書でも今後水需要は増えないことが明らかになつているのに、

あと数年で水需要が25%も 増えるというでたらめな予測を維持しているとして、東京都水道

局長の証人採用などを求めました。

これに対し裁判所は、私たちが求めた証人のうち、次の嶋津暉之さん、関良基さんの2名 を

採用し、その他の採用については保留としました。

来る8月 7日の法廷では、資料をスライ ド映写し、わかりやすく尋間を行います。原告側の

精鋭二証人に対し、被告東京都からどのような反対尋間が行われるのかも見どころです。

日治水に関する証人 関良基 拓殖大学准教授

「200年 に 1度 の洪水(カスリー ン台風の再来計算)は、国交省 0日 本学術会議の計算値 2万

1100ト ン刀よ り、実際には森林保水力の向上などで、2割 も小さい」ことを立証し、国交官

僚&御用学者たちの計算のカラクリを明らかにします。

日利水に関する証人 嶋津暉之 ノヽッ場ダムをストップさせる市民連絡会代表

東京都の水需要の実績か減少の一途を辿ってきているにもかかわらず、東京都は八ッ場タムの

ために水需要急増の架空予測に固執しています。この予測の非科学性を追及し、人ッ場ダムの

不要性がますます明白になつてきたことを立証します。

裁判所が結審を急ぐような姿勢も見えますので、再び大勢の方の傍聴で関心の高さを示

し八ッ場ダ ム推進に責任を負う東京都や学者の証人尋問も必須であることを訴えていきたい

と思います。

1       8月 7日 (火)午 後 1時 ～5時  東京高裁 101号 大法廷

東京の控訴審/証 人尋問※傍聴券が配布されますので、12時 半頃までに裁判所にお入り下さい。

| ※裁判後は弁護士会館で説明会を開催する予定です。※問合せ :深澤洋子 (Te1/Fax 042-341‐7524)
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人ッ場ダム問題と

利根川水系河川整備計画の策定

嶋津暉之(埼玉の会)

今年重当初予算は ノヽッ場ダム本体工事費を削除

今年 4月 6日、平成 24年度の予算成立に伴い、国土交通省が今年度の当初予算を発表

しました。人ッ場ダムに関しては、本体工事費 18億円を除く117億円でした。昨年 12月

24日に閣議決定された24年度予算案では、人ッ場ダム事業費は本体工事費を含む 135億

円でしたが、当初予算では本体工事費が削除されました。

これは昨年 12月 22日に人ッ場ダムの本体工事予算をめぐつて、藤村修官房長官が前田

武志国土交通大臣と前原誠司民主党政策調査会長に示した裁定の条件がクリアされてい

ないことによるものです。官房長官の裁定の二条件のうち、ダム中止後の生活再建支援法

(ダム事業廃止特定地域振興特別措置法案)は 国土交通省が大急ぎで作成し、不十分な点

を含みつつ、3月 13日に閣議決定され、国会に提出されました。なお、この法案は6月末

の段階ではまだ国会で審議されていません。

しかし、もう一つの条件、利根川水系河り|1整備計画の策定は、全国最大の流域面積を持

つ利根川で然るべき手続きを踏めば、本来は数年を要するもので、簡単にクリアできるも

のではありません。

利担川水墨ゴ川整備計画がノヽッ場ダムが治水面で必聖童〕否かを定める

平成 9年 に河り|1法が改正され、全国の各水系ごとに河川整備の長期的な目標を定める河

川整備基本方針と、今後 20～30年 間に実施する河川整備の事業内容を定める河川整備計

画を新たに策定する事になりました。利根川水系河川整備基本方針は平成 18年 2月 に策

定されましたが、河川整備計画は未策定です。

河り|1整備計画は、治水 目標流量を設定して、それを達成するために必要な河川整備

の内容を定めます。ダムが必要な場合はダム名を記載 しますので、河川整備計画がダ

ム計画の治水面での上位計画になります。

したがって、今後の利根川水系河り|1整備計画の策定作業の過程で、人ッ場ダムが利

根川の治水対策として必要か否かがあらためて問われることになります。

利根川水系コ川整備計画の治水安全度についてのパブリックコメント
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この整備計画の策定作業が動き出しました。5月 25日から6月 23日まで、国土交

通省関東地方整備局は利根川河川整備計画で日標とする治水安全度の案 1/70～1/80

についての意見募集(パブリックコメント)を 行いました。しかし、治水安全度だけを

切り離して間けば、一般には高い方がベターだと思うでしょうから、今回のパブコメ

は一般の人の心理を利用して 1/70～1/80への賛意を得てしまおうというもので、や り

方があまりにも姑息です。関東地方整備局の狙いは、治水安全度 1/70～1/80に賛意が

あることをもつて、それと一体的に書かれている治水目標流量(八斗島地点)17,000ポ

/秒 (非常に過大)も 賛意が得られたとし、そのことによって、17,000ピ/秒を前提と

して位置づけられている人ッ場ダム事業などを河川整備計画に盛り込めるようにする

ことにあります。パブコメの治水安全度の話がいつのまにか、人ッ場ダムなどの大規

模河川事業につながるようにしており、まことに狡猾です。

利根りll流域の住民の安全を守るために何が本当に必要なのかの議論を優先すべき

しかし、このようなやり方では利根川流域で氾濫の危険性のあるところが放置されてし

まいます。これからは、つくりすぎたインフラ施設の更新 0維持管理の費用が急増してい

く時代ですから、巨額の河川予算を利根川に投入し続けることはできません。流域住民の

安全を守るための喫緊の対策を厳選して、そこに河川予算を集中しないと、氾濫の危険が

ある状態が半永久的に残されます。

したがつて、利根川水系河川整備計画の策定では、何よりもまず、味J根川流域の住民

の安全を守るために今、何が必要とされているか」の議論が必要なのであって、人ッ場ダ

ム等の大規模河川事業の推進を目的とした今回の治水安全度のパブコメは有害無益です。・

利根川水系河川整備計画の策定に流域住民の意見の反映を 1

河川整備計画は関係住民の意見を反映させて策定されるものであり、平成 9年 の河り|1法

改正の国会質疑でも、当時の尾田栄章河川局長が 「(関係住民の意見を)言 いつ放し、聞

きつ放しというのでは全く意味がない」、「まさにその河り|1整備計画に関係住民の皆さん方

の意向が反映をしていくというふうに考えております。」と答弁しており、関係住民の意

見を反映させるための入念な手順が踏まれなければなりません。利根川水系河川整備計画

の策定に当たり、河川法改正の本旨に立ち返って、流域住民と関東地方整備局が 「利根川

流域の住民の安全を守るために何が本当に必要なのか」を徹底して議論する場を設けるこ

とを関東地方整備局に求めていきましょう。
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利根川流域市民委員会再結成集会
所沢市 河登一郎

寒くて長かつた冬がウソのように暖かな4月 29日 、曙J根川流域市民委員会再結成集会

が水道橋の全水道会館で開かれました。参加者は4階講堂一杯の 132名。

「再結成」の背景は、利根川流域の市民団体が協力しようと2006年 に発足したのです

が、政権交代後事実上休眠しており、今般の 「河川整備計画」策定に当って再発足すること

になったものです。

1時半から5時 近くまで大変内容の濃い意義深い集会でした。司会深沢さん。詳細は会議

資料をご参照下さい (HPに 収録されています)。

開会挨拶 大熊孝新潟大学名誉教授

八場ダム予定地の現場に立って、自然破壊の激 しさとダムのバカらしさを実感 してほしい。

講演  河 ll整備計画の民主的な策定を!今こそ、河 ‖法改正の原点に立ち返ろう

元国交省近畿地方整備局河川部長宮本博司さん

(1)最 初は、平成21年の 「槙尾川ダム有識者会議」で、ダムエ事着手後 (橋下知事 ;宮

本氏も退官後有識者メンバーに選ばれた)、紆余曲折を経て結局ダム中止に追い込ん

だ実例について話された。中止に持ち込めた理由として宮本氏は、①具体論の積み

上げ、②情報公開 (会議の公開、傍聴者発言、マスコミの報道)、及び③住民の生命

のための最優先事業を、を挙げられた。

(2)遡 つて、1997年 に長良川河口堰問題が契機になって河川法が改正された時点では、

民主的な運営が期待された。当時河川部長だつた宮本氏は、「住民の不信感を払拭」

するために、淀川水系流域委員会について、①委員は公開選定、②情報公開 ・発信

の徹底、③事務局を国交省から独立させ、「お墨付き委員会にしない」を実行。その

上で上記のような議論を公開の場で徹底的に行い、大戸川ダムは中止された。

治水事業の目的と方法に関する国交省の姿勢と、国民の生命を守る視点の違い :

国交省 :

現役官僚で、本気でダムを造りたい人はほとんどいない。

それでも止まらないのは、・役人のメンツ (住民に反対されては止められない !)、・

先輩のやってきたことを否定できない、・継続する方が楽、00Bの 強烈な指示。

工事継続が目的 :・美味しい仕事が続けられる、・国民の生命への配慮ではない。

(3)

①

②

③
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④ 責任は常にとらない :・工事中に洪水=完成前だから、・完成後洪水=想 定外。

⑤ ダム建設にマイナスになる話はすべてタブーになる (例:カロ剖 ||の実験で、越流に

は低コストの遮水シートで対応可能と分かったがその後はタブー)

国民目線 :

① 住民の生命を守ること。何十年もかかる工事中にも洪水の可能性はある、

② 他の政策目標を含めて、何を優先すべきかの視点が重要、

③ ダムは、大雨で容量を超えれば機能を喪失し、大災害の原因になる、

Ω 堤防の補強が急務、

Ω コストを安くする技法はいろいろある。

報告

利根川水系河川整備計画の経過 と今後 :嶋津暉之さん

(1)官 房長官裁定2条件のうち、「河川整備計画策定」だけが残つている。前回の計画と前

提条件や枠組みを大きく修正したので、新たな条件のもとで本格的な計画を民主的な

手続きで策定すべき。市民側の代案も作成したい。

(2)利 根川上流から河口まで、ダム以外にも公共事業は無数にある。国交省計画はお金を

無限に使う仕組みになつている。

(3)過 去数十年続いた公共事業の老朽化が進んでおり、維持管理費 ・更新費が急増する。

(4)流 域住民の安全を守るために:

①喫緊の治水対策 :・脆弱な堤防強化、・ゲリラ豪雨による内水氾濫対策、

②必要性、緊急性ない事業 :・ダム事業、0利欄 |1流下能力増強、

③想定超える洪水への対策 :0壊 滅的な被害防止策として耐越水堤防が有効。

人ッ場ダム :渡辺洋子さん :

(1)工 期の遅れ及び経費増大の結果、下流都県との不協和音が予想される、

(2)地 元住民の生活への不安 :客が激減した温泉街、再開までの期間の長さ、維持管理費

の漸増及び観光地としての不適格 0・ ・更に代替地の安全性への疑問。

思川開発 :伊献 晴さん

霞ヶ浦導水事業 :浜田篤信さん

(1)霞 ヶ浦と那珂川の河川水を交換し水質浄化と水資源開発を図るという、もともと無理

な構想で、周辺全8漁業組合が反対・差し止め訴訟。

(2)学 者グループも 「公益性なし、生態系の劣化」、会計検査院も効果を疑問視

スーパー堤防 :渡邊拓美さん

(1)堤 防の高さの30倍の傾斜を持つ超幅広の堤防。コマ切れで治水対策の名に値しない。

(2)行 政刷新会議の事業仕分けで廃止されたが、縮小してゾンビのように復活。
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なごみ堤 (首都圏氾濫区域堤防強化対策事業):高 橋盛男さん

(1)利 根川 ・江戸川の右岸堤防を強化する事業。

(2)官 僚は高コスト事業に仕上げる。安上がりの方法があつても内部では言舌せない。

稲戸井調節池掘削事業 ;近藤欣子さん

(1)ダ ム事業は一旦中止になったが、治水目的で復活。掘削は必要ない。

パネルディスカッション 大熊先生、宮本さん、嶋津さん ;司会まさのさん

話し合いの要旨は上記に織り込みましたが、締めくくりの提案として、

(1)反 対するなら学生を含む 1,000～10,000人の大集会を現地で !

(2)具 体的/建設的な代案を !

利根川流域市民委員会から国土交通相ノ関東地整局長宛要請文 神原稽二さん

(1)関 係住民の意見を反映させる方法の確立、

(2)利 根川の有識者会議の民主的な委員選定と運営、

(3)ゼ ロからの河川整備計画の策定作業。

閉会あいさつ 吉田正人筑波大学准教授

田中正造の 「真の文明とは山を荒らさず川を荒らさず村を破 らず人を殺 さざるべ し」で締め

られました。

以上

工事が進む現地

(トンネルエ事出日付近)
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嘱こ 新緑の人ッ場ダム予定地見学会に参加して
,♂躍

去る5月 13日に今年も新緑がまぶしい吾妻渓谷と水没予定地を訪ね、その現状を目のあ

たりにし驚きの連続でした。集合時間より少し早く川原湯温泉駅に着き、あしたの会スタッ

フのNさ んと川原湯温泉街の足湯で昼食を摂りました。日曜日の昼間だというのに温泉街を

歩く人は無く、足湯も 2人 だけでなんと淋しい光景でした。旅館の泊り客も減つているこ

とが肌で感じられました。

見学会には40名 を超える参加者があり、マイクロバス2台 に分乗し、ダムサイ ト予定地、

移転代替地、付け替え国道や県道の工事現場などまわり見学をしました。

」R吾 妻線の付け替え鉄道は トンネルを出た先の工事が始まっていましたが、新駅周辺はこ

れからのようです。温泉旅館が移転する予定の高台の打越代替地では、配湯施設が出来てい

ました。しかし、温泉街を通る道路が完成しないと旅館の移転や再興は、まだまだ先になる

という説明を受け、川原湯温泉の今後を案じました。

国道の上の法面工事は、訪れるたびに驚くのですが、いつも新しい工事が施されていて難

工事の様子がうかがわれます。法面の崩落が原因で、そのため国道にカーブを付けたという

のは事実のようです。

打越代替地と川原畑代替地を結ぶ 1号 橋の橋脚も上に高くに伸び進んでいて、最後まで

反対していた工事も完成してしまうのかと思い落胆しました。川原畑代替地では、週末など

に市民が訪れ野菜などを栽培するというヨーロッパ発祥のクラインーガルテン構想がある

といいますが、全体的な工事の遅れで生活再建事業も遅れているようでした。

この日は天気も良く、諏訪神社の高台から眺めれば、空の青と山々の新緑が調和されてと

ても美しいのですが、日線を下に移すとその美しい山々は削られ、いたるところに工事現場

があり、茶褐色のアンカーボル トが物語るように、その痛々しさを感じます。

豊かな自然環境をこんなにしてまで、八ッ場ダムが必要なのか?これまで八ッ場ダム問題

にかかわり、不要なダムのため、自然や人々の暮らしを蝕んでいる様を 10年間見続けてき

た私は、胸の奥底から怒 りと悲しみがこみ上げてきました。

八ッ場ダム建設という巨大プロジェクトに対して、私に何が出来るのだろうか?自 間と自

責の見学会でしたが、ダム湖周辺の地質や造成地の安全性が懸念される中、ダム本体工事を

ス トップさせることは最大の目的です。地質に課題を残し、ダム湖の水位を上げ下げするこ

とは絶対にさせたくない。人の生命と財産を守るためには、人ッ場ダム建設は必要ではない

ことを多くの人に知ってもらい、草津温泉より泉質が良く、首都圏から近い川原湯温泉に足

を運んで、少しでも賑わいのある場所であつて欲しいと願 うとともに、『ダム村』に対抗す

る策があるのなら、これからも皆で力を合わせて八ッ場ダムをス トップさせる運動を進めて

いきたいと思つています。
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…
轟

…
★ 奥秩父のダム見学  轟 ★

…「ノkッ場ダムを考える1都 5県議会議員の会」と 「八ッ場あしたの会」主催で荒川上流の二瀬

ダムと滝沢ダムの視察見学会が 5月 17日に行われました。この二つのダム湖周辺は地質が弱

く、地すべりの対策工事が施され、その対策費も当初予算をオーバーしています。人ッ場ダム

予定地と共通する地すべりの危険`性は無視できず、その地すべり対策を実際に見ることになり

ました。埼玉の会では過去 5回の見学をして報告してきましたが、今回は群馬県からの参加者

の報告と感想をお伝えします。 (以下 人ッ場あしたの会会報 vol.15よ り転載)

地すべり対策に膨大なお金がかかるダム 酒井 宏明 (群馬県議会議員)

二瀬ダムは完成から49年 。堆砂が計画量に対して2倍のスピー ドで進行し、現在の堆砂量

は堆砂容量の91%。 上流に堆砂ダムをつくり、年2万立方メー トルを除去、除去費用に毎年

1億円がかかつているそうです。地すべり対策では、2010年 に1億 7千万円かけて集水井

を2基設置、集水管の永さはのべ4キ ロメー トルになります。こうした地すべり対策に、これ

までに数十億円かかつてきたとのこと。

また、昨年3月に完成した滝沢ダムの総工費は2306億 円で、人ッ場ダムの約半分。20

05年 10月 に試験湛水を開始した途端に地割れが起き、その後、対策工事を行つて試験湛水

を再開すると、また地割れの発生が繰り返され、道路の亀裂や沈下、陥没、斜面の崩落が少な

くとも10か 所で起きました。そのためアンカーエや押え盛土、水抜きなどの地すべり対策に、

これまで300億円を投入したそうです。そして今も600か所で地すべりの計測を行つています。

八ツ場ダムの予定地は地すべり多発地帯で、一体どのくらい対策費がふくれあがるのか想像

もつきません。視察した2つのダム周辺は本当に自然豊かなところで、ヤマザクラやツツジが

とてもきれいでした。むだな人ッ場ダムをなんとしても中止させたい、その思いをいつそう強

くしました。

600か所で地すべり計測中の滝沢ダムに思う事 長野原町民

見学会では大変お世話になりました。管理者の方から説明していただくという “きちんとし

た"ダ ム見学がはじめてでしたので、非常に勉強になりました。とくに滝沢ダムのダム湖の周

りを取り囲むアンカーエは痛々しく、八ッ場ダムができてしまつた場合を想像すると悲しいも

のがありました。

滝沢ダムは600箇 所で地すべりの計測を現状でも行つているとのことでしたが、今後も永

遠に計測を行い続けるのでしょうか?その管理費はいったい誰が払うのでしょう。

ちなみに担当者の方に聞いたところ、600箇 所の計測器が9箇所のNTT基 地局に集約さ

れて管理塔までデータが運ばれて、それをモニタ‐で観測しているとのことでした。システム

は独自に開発したアラームシステムだと思いますので、そこでもかなりのお金が動いているの

でしょう。当然のことながら、もつと大きな地すべりが起こる可能性が高い人ッ場ダムにはこ

うしたシステムの導入が必要ですが、地すべりが起きてからでは遅いので、やはり湛水は絶対

行わないでほしいです。
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|“あぶない"堤 防の現場を歩く見学会 禾J根り|1決壊で被害34兆円つてホン

同時 2012年 7月 22日 (日)午 前 10時～午後 4時 半頃

集合場所 JR高 崎線 本庄駅北日の駅前広場

第一解散場所 東武日光線 杉戸高野台駅 第二解散場所 JR高 崎線 本庄駅

集合時刻 午前 10時  (時 間厳守)

参加費 3000円 (バス代、資料代、おにぎり弁当、お茶代)

見学対象区間 八斗島地点～関宿水聞門をバスと徒歩でみて回ります

申し込み先 TELFAX 042-341-7524

利根り|1流域市民委員会事務局 (深澤)申 し込み期限 7月 7日 (土)

………………………一人 ッ場ダム住民訴訟 控訴審…………………………………

先行している 「八ッ場ダムをス トップさせる東京の会」の初の証人尋間です

08月 7日 (火)午 後 1時～5時  東京高裁 1階  101号 法廷

(丸ノ内線、日比谷線、千代田線霞が関駅 Al出 口から徒歩 1分)

・治水に関する証人 関良基 拓殖大学准教授

・利水に関す る証人 嶋津暉之 八 ッ場ダムをス トップ させ る市民連絡会代表

●埼玉の会住民訴訟 進行協議

7月 11日 (水)午 後 1時 30分 ～ 東京高裁 24民 事部 16階

いつもご支援くださり、有難うございます。

当会の活動は、皆さんの会費とカンパで支えられています。

会費、カンパのお振り込みは同封の振り込み用紙を

ご利用ください

年会費 :1口 2000円 (2012年 1～12月 )

八ッ場ダムをス トップさせる埼玉の会

郵便振替 :00180-2-334064

人ッ場ダムをス トップさせる埼玉の会

★人ッ場ダム訴訟http://yamba.sakura.ne.jp★人ッ場あしたの会http://酬.yamba―net.org

5-15-41-221 TEL`ヒfaX 1 048-831-4891

★人ッ場ダムをストップさせる埼玉の会http://yambasaitama.blog38.fc2.com/
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